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 津別町農業委員会総会議事録 

 

１．開催日時  令和 ５年 ６月２８日（水） 午後１時５０分から 

 

２．開催場所  津別町役場 ２Ｆ 大会議室 

 

３．出席委員（１０人） 

   会長       １１番  巴   敏 博 

委員        １番  川 瀬 保 子 

２番  安 部   仁 

３番  青 山 秀 樹 

５番  嶋 田 治 仁 

６番  乃 村 浩 継 

             ７番  松 田 耕 治 

             ８番  五 島 栄 一 

             ９番  上 野 安 男 

            １０番  細 川 幹 生 

 

４．欠席委員（１名）   

         ４番  小 林 正 弘 

          

５．議事日程 

    第１  会議録署名委員の指名 

    第２  会期の決定 

    第３  諸般の報告 

    第４  報告第 ８号 農地所有適格法人の要件確認結果の報告について 

第５  報告第 ９号 農地移動適正化あっせんの結果について 

第６  報告第１０号 非農地通知の発出について 

第７  報告第１１号 農業委員会活動の点検・評価について 

第８  議案第１５号 現況証明願いについて 

第９  議案第１６号 賃貸借の合意による解約について 

第１０ 議案第１７号 農地法第３条の規定による許可申請について 

第１１ 議案第１８号 農用地利用集積計画の承認について 

 

 ６．農業委員会事務局職員 

    事務局長   迫 田  久 

    事務局係長  榎   智 広 
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行政専門員  藤 原 勝 美 

 

 

７．会議の概要 

 

事務局長： 定刻前ではございますが、ただ今から令和５年第５回津別町農業委員会総

会を開催します。本日の議事日程につきましては先に配布のとおりでありま

すのでよろしくお願いいたします。 会長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

議  長： みなさんこんにちは。第５回農業委員会総会におきまして、お忙しいなか、

出席下さいましてありがとうございます。毎日暑い日が続いておりますけれ

ど、６月に入りまして雷雨による畑地の流出や雹による被害が一部の地域で

あったようですが、その後天候にも恵まれ、概ね作業も生育も順調に来てい

るかと思います。また、牧草の収穫も始まり、最中ではありますが雨も欲し

いところであり、これからの天候に期待したいところであります。皆様にお

かれましても事故などに十分注意して作業してもらいたいと思います。コロ

ナも流行ってきているそうなので、気を付けてもらいたいと思います。先月

の総会が中止となり、まだ新しい体制で慣れてないところですが、本日はよ

ろしくお願いいたします。 

      それでは、今日の議案、慎重審議の上、取り進めたいと思います。 

 

議  長： ただいまの出席委員は、１０名です。 

津別町農業委員会会議規則第７条の規定により、過半数に達していますので、

会議は成立いたしました。 これより本日の会議を開きます。 

 

議  長： 日程第１「会議録署名委員の指名」を行います。 

津別町農業委員会会議規則第１２条の規定により、議事録署名委員に１番  

川瀬委員、２番 安部委員を指名いたします。 

 

議  長： 日程第２「会期の決定」をお諮りいたします。 

       会期は本日１日とすることに、ご異議ありませんか。 

 

         【異議なしの声あり】 

 

議  長： 異議ないものと認め、会期は本日１日といたします。 

 

議  長： 日程第３「諸般の報告」を行います。事務局長に報告させます。 
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事務局長： 諸般の報告を行います。前総会以降の主な行事及び会議に関する事項並び

に主な事務処理に関する事項につきましては、お手元に配布のとおりであり

ますのでご了承願います。 

 

議  長： 続きまして日程第４ 報告第８号「農地所有適格法人の要件確認結果につ

いて」を議題といたします。事務局説明をお願いします。 

 

事 務 局： 報告第８号「農地所有適格法人の要件確認結果の報告について」報告いた 

します。今回確認したのは、（有）木樋桃源ファーム・（有）すばる・ 

（有）竹中農場・（農）たつみ・（有）石川ファーム・（有）おんねファーム・

（株）山田牧場・（株）鹿中農場・（株）重倉農場 いずれも要件を満たして

いる事を確認いたしました。要件については、次のページに記載しておりま

すので、ご確認下さい。報告は以上です。 

 

議  長： 報告終わりました。報告第８号について、ご意見ご質問ありましたらお願

いします。 ありませんか。 

 

【ありませんの声】  

 

議  長： 質問等が無いようですので、報告第８号については、報告のとおりご了承

願います。 

 

 

議  長： 続きまして日程第５ 報告第９号「農地移動適正化あっせんの結果につい 

て」を議題といたします。事務局説明をお願いします。 

 

事 務 局： 報告第９号「農地移動適正化あっせんの結果について」報告いたします。 

  申し出のあった下記農地あっせんについて、成立となりました。 

 

  あっせん委員 嶋田委員・乃村委員・松田委員 

 あっせん日 令和５年６月１３日 １回  内容 売買 

 農地の内訳 

 譲渡人 双葉 ●● 

  譲受人 双葉 ●● 

農地の所在 双葉●● 外合計１０筆  地目 畑  

合計面積 １１５，０７４㎡  

売買価格 ●●円 １０ａ当り ●●円です。 
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農地の場所は次のページの航空写真に記載しておりますので、ご確認下さ 

い。報告は以上です。 

 

 

議  長： 報告終わりました。報告第９号について、ご意見ご質問ありましたらお願 

いします。 ありませんか。 

 

【ありませんの声】  

 

議  長： 質問等が無いようですので、報告第９号については、報告のとおりご了承 

願います。 

 

議  長： 続きまして日程第６ 報告第１０号「非農地通知の発出について」を議題

といたします。事務局説明をお願いします。 

 

事 務 局： 報告第１０号「非農地通知の発出について」報告いたします。 

 

番号１ 

所有者 北見市 ●● 

農地の所在等 相生●● 他合計２筆  

地目 公簿 原野  現況 畑 

合計面積 ２１，８６０㎡  利用状況 原野   

        調査日 ４月２６日  確認委員 嶋田委員・小林委員 

 

番号２ 

所有者 ●● ●● 

農地の所在等 布川●● 

地目 公簿 山林  現況 牧場 

合計面積 ５，８０１㎡  利用状況 山林   

        調査日 ６月１３日  確認委員 嶋田委員・小林委員 

 

      該当地は次頁に添付しております。ご確認ください。報告は以上です。 

 

議  長： 報告終わりました。報告第１０号について、ご意見ご質問ありましたらお

願いします。 ありませんか。 

 

【ありませんの声】  

 



5 

議  長： 質問等が無いようですので、報告第１０号については、報告のとおりご了

承願います。 

 

 

議  長： 続きまして日程第７ 報告第１１号「農業委員会活動の点検・評価につい

て」を議題といたします。事務局説明をお願いします。 

 

事 務 局： 報告第１１号「農業委員会活動計画の点検・評価ついて」報告いたします。 

令和４年度の活動点検・評価について別紙のとおり報告いたします。 

        資料は別紙様式５です。内容につきましては、農業委員会での承認と北海 

道への報告を必要とするものです。 

        活動については、令和４年度の実績数値を別紙により記載しております。 

続きまして、最適化活動の実施状況です。最適化活動の成果目標について 

の目標値ですが、令和５年度集積率９１．２％に対し年度末集積率を９５． 

３％を目標値と設定し、実績が新規集積面積２３９ｈａを加えて年度末集積 

率を９９％としてことから、１０４％の達成状況となり、農業委員会の点検 

結果として、目標に対して期待を上回る結果を得られたと判断をしております。 

        遊休農地の発生防止・解消については、津別町において現在、遊休農地は 

確認されていないと判断しております。 

        新規参入の促進については、令和２年度に１件、令和３年度は新規参入者 

なしの結果を踏まえ、課題として新型コロナ感染拡大予防のため、新規就農 

フェア等への参加が困難な状況にあったことが挙げられた。 

        月に６日の活動日数の目標を立てて、年に３回の強化月間を設定したが、 

コロナの影響で新規参入相談会の参加ができなかったことを踏まえ目標に対 

して期待を下回る結果となりました。 

 農業委員の点検・評価については、別紙日誌をもとに月６回の活動を満た 

しているため、期待通りの結果が得られました。 

        事務の実施状況について、総会・部会の開催実績は、別紙のとおりとなっ 

ています。農地法第３条に基づく許可事務は、３１件を平均５日で処理しま 

した。農地転用に関する事務は、地方自治法第１８０条の２に基づき市町村 

長から事務委任を受けたものが７件であり、平均５日で処理しております。 

違反転用の対応については、違反なしにつき実績ゼロとなっております。 

報告は以上です。 

   

議  長： 報告終わりました。報告第１１号について、ご意見ご質問ありましたらお

願いします。 ありませんか。 

  

【ありませんの声】  



6 

   

議  長： 質問等が無いようですので、報告第１１号については、報告のとおりご了

承願います。 

 

議  長： 続きまして日程第８ 議案第１５号「現況証明願について」を議題といた

します。事務局説明をお願いします。 

 

事 務 局： 議案第１５号「現況証明願について」説明いたします。 

 

番号２ 

申請者 双葉 ●● 

申請地 恩根●●  公簿地目 畑   

現況地目 農地、採草放牧地以外 合計面積 １，９５８㎡  

利用状況 雑種地  所有者 申請者に同じ  

願出理由 現況に相違ないことを証明願う 

使用目的 地目変更登記申請のため 

 

番号３ 

申請者 ●● ●● 

申請地 布川●● 他合計３筆  公簿地目 牧場   

現況地目 農地、採草放牧地以外 合計面積 ９８，０８７㎡  

利用状況 原野  所有者 申請者他３名  

願出理由 現況に相違ないことを証明願う 

使用目的 地目変更登記申請のため 

 

説明は以上です。ご協議をお願いします。 

 

議  長： 説明が終わりました。議案第１５号について質疑を求めます。 

       

        【ありませんの声】 

 

議  長： 質疑を終結します。 これより議案第１５号について採決します。 

       本件は原案のとおり決すことに、ご異議ありませんか。 

      

        【異議なしの声】 

 

議  長： 異議ないものと認め、議案第１５号は原案のとおり可決することに決定い

たします。 
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議  長： 続きまして日程第９ 議案第１６号「賃貸借の合意による解約について」

を議題といたします。事務局から説明をお願いします。 

  

事 務 局： 議案第１６号「賃貸借の合意による解約について」を説明します。 

             

       番号３ 

賃貸人 双葉 ●● 

賃借人 双葉 ●● 

土地の所在 双葉●● 外合計９筆 地目 畑  

合計面積 １１４，５０１㎡ 種類 賃貸借 内容 普通畑 

始期 令和２年３月１日  終期 令和７年２月２８日 

全契約地 １１４，５０１㎡ 

合意が成立した日 令和５年３月６日 

  

説明は以上です。 

 

議  長： 説明が終わりました。これより、議案第１６号について、質疑を求めます。 

 

  【ありませんの声】 

 

議  長： 質疑終結します。 これより議案第１６号について採決します。 

        本件は原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。 

 

         【異議なしの声】 

 

議  長： 異議ないものと認め、議案第１６号は原案のとおり可決することに決定い

たします。 

 

議  長： 続きまして日程第１０ 議案第１７号「農地法第３条の規定による許可申

請について」を議題といたします。事務局説明をお願いします。 

 

事 務 局： これより議案第１７号「農地法第３条の規定による許可申請について」説

明いたします。所有権の移転です。 
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       番号８ 

譲渡人 ●● ●● 

授受人 ●● ●● 

土地の所在 ●● 外合計 ４筆 

地目 公簿  畑・田・牧場  現況 畑  

合計面積 ３４，９２１㎡  利用状況 普通畑 

契約種類 売買  土地引渡しの時期 許可後 

対価 ●●円  

移転後経営面積 ７８２，２１８㎡ 

申請理由 譲渡人 離農したため 

     譲受人 経営規模拡大 

 

 

なお調査書及び該当箇所の航空写真を次頁以降に添付しております。 

説明は以上です。ご協議をよろしくお願いします。 

 

議  長： 説明が終わりました。これより議案第１７号について質疑を行います。 

       

        【ありませんの声】 

 

議  長： 質疑をします。 これより議案第１７号について採決します。 

       本件は原案のとおり決すことに、ご異議ありませんか。 

      

        【異議なしの声】 

 

議  長： 異議ないものと認め、議案第１７号は原案のとおり可決することに決定い

たします。 

 

議  長： 続きまして日程第１１ 議案第１８号「農用地利用集積計画の承認につい

て」を議題といたします。事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局： 議案第１８号「農用地利用集積計画の承認について」説明いたします。 

  

 所有権移転 

番号５ 

移転をする者  双葉 ●● 

 移転を受ける者 双葉 ●● 

 所有権移転する土地 所在 双葉●● 外合計１０筆  地目 畑  



9 

合計面積 １１５，０７４㎡  移転種類 所有権  内容 普通畑  

移転時期 令和５年６月２９日 

対価 ●●円 耕地面積換算１０ａ当り●●円 です。 

当事者間の法律関係 売買 です。 

 

次頁以降に該当地の航空写真を添付しておりますご確認ください。 

以上です。 

 

議  長： 説明が終わりました。これより議案第１８号について質疑を求めます。 

 

【ありませんの声】 

 

議  長： 質疑終結します。  これより議案第１８号について採決します。 

        本件は原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。 

  

         【異議なしの声】 

   

議  長： 異議ないものと認め、議案第１８号については原案のとおり可決すること

に決定いたします。 

 

議  長： 以上で本日の総会に提案した案件はすべて終了いたしました。 

        これにて本日の総会を終了いたします。本日はどうもご苦労様でした。 

 

                           

 （終了 １４時 ３５分 ） 


